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図６－２ 全植検協通報第１１９号
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図７ 全植検協通報第１２０号
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（４）産地等の現状把握の実施

ア 輸出産地カルテの作成

サポート事務局は、農産物を輸出しようとする生産者や輸出事業者、流通業者

から相談等があった場合、輸出に関する意向、現状、課題等を聴取し、輸出実現

までの取り組みを記録するため輸出産地カルテを第１回有識者検討会での意見等

を踏まえて作成した。

輸出産地カルテは、図８のとおり①相談者の所属、氏名、連絡先、②輸出を検

討している農産物と輸出先国、③輸出先国の規制に関する情報収集の状況、④輸

出計画の作成状況（輸出時期、数量等）、⑤国内外のパートナーの有無（産地、

輸出業者、支援団体、バイヤー等）、⑥輸出に当たって、相談者が抱える課題、

⑦専門家の対応等の各項目、⑧サポート事業の実施状況、⑨生産園地等の見取り

図、⑩産地等における検討体制、⑪サポートの成果等、⑫産地・事業者等との打

ち合わせ等の概要、⑬サポートに当たって配付・使用した資料、⑭相談者から提

供された資料等について、専門家の技術的サポートを実施した際に記載できるよ

うに工夫した。

また、輸出産地カルテについては、他の目的での使用を禁じるなど個人情報の

管理にも十分留意した。

イ 産地等の輸出に関する意向、現状、課題等の聴取

全国１６カ所に設置した相談窓口は、産地等から輸出に関する相談、問い合わ

せ等があった場合、輸出の意向、現状、課題等前項の①から⑥の内容を聴取し、

その内容を輸出産地カルテに記録した。相談窓口が作成した輸出産地カルテにつ

いてはサポート事務局に速やかに提出させた。

サポート事務局においても、産地等から輸出に関する相談、問い合わせ等があ

った場合、輸出の意向、現状、課題等前項の①から⑥の内容を聴取し、その内容

を輸出産地カルテに記録した。

各相談窓口及びサポート事務局には、農産物の輸出に関して、生産者、輸出事

業、流通業者、地方自治体、各種団体から多くの問合せや相談等が寄せられた。

また、地方農政局等からサポート事務局を紹介された産地等もあった。

なお、相談窓口は輸出産地カルテの作成に当たり、必要に応じて当該相談者に
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対し、相談内容を書面にして再確認を依頼する又は相談者から相談内容を記載し

た書面の提供を求めるなどにより、技術的サポートの実施に万全を期した。
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図８－１ 輸出産地カルテ




